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5. 河川の整備の実施に関する事項 

5.1 河川の整備の実施に関する考え方 

5.1.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減 

矢部川の洪水・高潮等による災害発生の防止または軽減については、堤防の嵩上げ・拡幅、

河道内の樹木の伐採、橋梁の改築等を実施し、「破堤」「越水」等による浸水被害の防止を図

ります。なお、河道内の樹木については、洪水への影響を十分把握し、河川環境の保全に配慮

しつつ、計画的な伐採等の適正な管理を実施します。  

高潮対策についても、関係機関等と連携・調整を図り、対策を実施します。 

また、河床の深掘れや河岸の侵食等が生じているところについては、必要に応じて河岸等を

補強するとともに、浸透や地震に対する堤防の質的安全性を照査した結果を踏まえ、所定の安

全度が不足している箇所については、対策を実施し、堤防の安全性の確保に努めます。 

内水被害については、関係機関と連携・調整を図りつつ、必要に応じて対策を実施します。 

このようなハード対策に加えて、計画規模を上回る洪水・高潮及び整備途上段階での施設能

力以上の洪水・高潮が発生しはん濫した場合においても、壊滅的な被害にならないよう、樋門

等の河川管理施設の適正な維持管理及び操作や防災情報の提供の充実、地域防災力の向上、危

機管理体制の強化等により洪水被害の防止又は軽減を図ります。 
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5.1.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持 

河川の適正な水利用に関しては、流況、取水実態等を踏まえ、関係機関と連携しながら適正

な水利用に努めます。 

流水の正常な機能を維持するため必要な流量については、関係機関と連携して、流量調査や

環境調査等、河川や流域における諸調査を踏まえ、クリーク等を介した複雑な農業用水の利用

特性を把握した上で設定に努めます。 

また、渇水時等の被害を最小限に抑えるため、水利使用者間の水利使用の調整が円滑に行わ

れるよう、情報を共有する等、関係機関と情報連絡体制を構築し適正な水利用に努めます。 

 

5.1.3 河川環境の整備と保全 

河川環境の整備と保全に関しては、生物の生育・生息・繁殖状況を継続的に把握するととも

に、関係機関及び地域住民等と連携し、現在の良好な河川環境の保全・再生に努めます。また

河川改修や河川維持工事の際には、その影響が最小限になるよう配慮します。 

河川環境の整備にあたっては、治水上、河川管理上必要な施設であり、かつ地域振興にも資

するもの、河川環境学習の場となるものについて関係機関、地域住民と連携しながら実施しま

す。 

 

 

5.1.4 河川整備の実施に関する総合的な考え方 

河川整備の実施にあたっては、矢部川流域の歴史的・文化的環境に配慮し、治水、利水、自

然環境、空間利用を一体的にとらえ、それぞれの目標が調和しながら達成されるよう、総合的

な視点で整備を進めていきます。 

さらに、設計、施工、維持管理において、資材のリサイクルと総合的なコスト縮減を図り、

PDCA サイクル※によるマネジメント等により効率的かつ効果的に行います。 

 

※PDCA サイクル：PDCA サイクルとは、プロジェクトの実行に際し、「計画をたて（PLAN）、実行し（DO）、その評価

（CHECK）にもとづいて改善（ACTION）を行う、という行程を継続的に繰り返す」仕組み（考え方）

のことであり、最後の改善を次の計画に結びつけ、継続的に業務改善活動などを推進するマネジメント

手法のことです。 
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5.2 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により 

設置される河川管理施設の機能の概要 

5.2.1 洪水、高潮対策等に関する整備 

本計画の目標に対して安全に流下させることができない区間において、以下のような河川整

備を進めていきます。 

 

(1) 堤防整備（堤防の嵩上げ・拡幅） 

堤防高・断面が不足している箇所について、堤防の嵩上げ・拡幅等による堤防断面の確保

を行っていきます。なお、堤防の整備にあたっては、将来の計画である河川整備基本方針と

整合を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 樹木伐採 

流下能力が不足している箇所において、樹木伐採を実施します。実施にあたっては、河岸

等の良好な河川環境を踏まえ、水域と陸域の連続性及び多様な動植物の生息・生育・繁殖環

境に配慮し、樹木阻害による洪水位への影響を十分把握したうえで、計画的な伐採を行うな

ど適正に管理します。また、必要に応じて沿川自治体や学識経験者等の意見を聴くなど対応

します。 

 

(3) 橋梁の架替 

橋梁桁下高が計画高水位以下で、洪水時に流下阻害の要因となる橋梁については堤防の嵩

上げとあわせて施設管理者と調整して架替を実施します。架替の方法については、施設管理

者と協議しながら行います。 

 

拡幅

嵩上げ
計画高水位

拡幅

嵩上げ
計画高水位

図 5.2.1 堤防の嵩上げ・拡幅の概要図 
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(4) 高潮対策 

本計画における高潮区間の整備目標は、既に完成している有明海海岸堤防と同じく、九州

の西方海上を伊勢湾台風規模の台風（昭和 34 年 9 月台風 14 号）が矢部川河口部に対して

最も危険となるコースを通過した場合に想定される高潮に対し、上下流の連続性や波の影響

などを踏まえ矢部川本川では 2/600～4/800 地点まで、支川楠田川では 0/615 地点まで

の区間において T.P.6.0m～7.0m の堤防高・堤防断面を確保した整備を実施します。 

実施にあたっては、海岸・高潮堤防施設管理者である農林水産省や福岡県と連携を図りな

がら堤防整備を行います。 

なお、施工時には盛土に伴う圧密沈下などを考慮した段階的な整備を実施します。 

 

(5) 堤防強化対策 

堤防については、洪水における浸透や侵食、地震に対す

る安全性の照査を実施した結果を踏まえ、所定の安全度が

不足している箇所については必要に応じてドレーン工法な

どの対策を実施し、堤防の安全性を確保していきます。 

 

(6) 内水対策 

内水対策の必要がある箇所においては、地域・関係機関等と連携・調整を図りつつ被害軽

減に向けた検討・整備を行い、整備途上では排水ポンプ車を有効活用し、自治体と連携しな

がらソフト対策を実施し、被害の軽減に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.2.3 河川整備位置図 

ドレーン

浸潤線

図 5.2.2 堤防強化対策イメージ
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矢部川高潮対策
【矢部川右岸2/600～4/950 嵩上げ・拡幅】

矢部川高潮対策
【矢部川左岸2/670～4/400 嵩上げ・拡幅】

飯江川橋
【飯江川2/250　架替】

矢部川洪水対策
【矢部川左岸17/150　嵩上げ・拡幅】

飯江川洪水対策

【飯江川左岸2/200～2/300　嵩上げ・拡幅】

矢部川洪水対策
【矢部川右岸15/200～15/600　嵩上げ・拡幅】

飯江川洪水対策
【飯江川左岸1/200　拡幅】

矢部川洪水対策
【矢部川左岸10/600～10/700　拡幅】

矢部川洪水対策

【矢部川左岸16/000～16/200　拡幅】

矢部川洪水対策
【矢部川右岸17/150　嵩上げ・拡幅】

樹木伐採
【矢部川左右岸17/000～18/000】

楠田川高潮対策
【楠田川左岸0/000～0/100 嵩上げ・拡幅】
【楠田川左岸0/200～0/400 嵩上げ・拡幅】
【楠田川左岸0/500～0/615 嵩上げ・拡幅】
【楠田川右岸0/200～0/615 嵩上げ・拡幅】

【楠田川0/600 楠田川防潮水門設置】

：他事業区間
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【飯江川左岸2/200～2/300　嵩上げ・拡幅】

矢部川洪水対策
【矢部川右岸15/200～15/600　嵩上げ・拡幅】

飯江川洪水対策
【飯江川左岸1/200　拡幅】

矢部川洪水対策
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【楠田川左岸0/500～0/615 嵩上げ・拡幅】
【楠田川右岸0/200～0/615 嵩上げ・拡幅】

【楠田川0/600 楠田川防潮水門設置】

楠田川高潮対策
【楠田川左岸0/000～0/100 嵩上げ・拡幅】
【楠田川左岸0/200～0/400 嵩上げ・拡幅】
【楠田川左岸0/500～0/615 嵩上げ・拡幅】
【楠田川右岸0/200～0/615 嵩上げ・拡幅】

【楠田川0/600 楠田川防潮水門設置】

：他事業区間
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【矢部川における河川整備の内容】 

整備目標の達成に向け、事業進捗状況（事業間の工程調整）、事業効果の早期発現（一連区

間の早期効果発現）、上下流や本支川の治水バランス、過去の被災状況等を踏まえ、実施して

いきます。 

 

【矢部川・楠田川】 

局所的に点在する堤防高・堤防断面不足箇所について、洪水・高潮を安全に流下させるた

め、堤防の嵩上げ・拡幅を実施します。 

表 5.2.1 整備計画における築堤整備箇所一覧表 

河川名 左右岸 区間 備考 

左岸 10/600～10/700 拡幅 

右岸 15/200～15/600 嵩上げ・拡幅 

左岸 16/000～16/200 拡幅 
矢部川 

左右岸 17/150 嵩上げ・拡幅 

※実施位置等については、今後の調査検討を経て詳細に定めるため、最終的なものではありません。 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.4 堤防整備の概要図(矢部川左岸 15/200 付近) 

 

表 5.2.2 整備計画における高潮堤防整備箇所一覧表 

 
 
 
 
 
 

※実施位置等については、今後の調査検討を経て詳細に定めるため、最終的なものではありません。 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.5 堤防整備の概要図(矢部川右岸 4/400 付近) 

河川名 左右岸 区間 施行高(T.P.） 備考
左岸 2/670～4/400 7.0m 嵩上げ・拡幅

右岸 2/600～4/800 6.5m～7.0m 嵩上げ・拡幅

左岸 0/000～0/100 7.0m 嵩上げ・拡幅

左岸 0/200～0/400 6.0m～7.0m 嵩上げ・拡幅

左岸 0/500～0/615 6.0m 嵩上げ・拡幅

右岸 0/200～0/615 6.0m～7.0m 嵩上げ・拡幅

左右岸 0/600 － 防潮水門
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【支川飯江川】 

局所的に点在する堤防高・堤防断面不足箇所について、堤防の嵩上げ・拡幅を実施します。

また、計画高水位に対して桁下高が確保されていない飯江川橋の架け替えを実施します。 

表 5.2.3 整備計画における築堤整備箇所一覧表 

河川名 左右岸 区間 備考 

左岸 1/200 拡幅 
飯江川 

左岸 2/200～2/300 嵩上げ・拡幅 

※実施位置等については、今後の調査検討を経て詳細に定めるため、最終的なものではありません。 

 
表 5.2.4 整備計画における架替等橋梁一覧表 

河川名 位置 橋梁名 備考 

飯江川 2/250 飯江川橋 架替 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.6 堤防整備の概要図(飯江川左岸 2/200 付近) 

 
【樹木伐採】 

樹林等の繁茂により、流下能力が不足している箇所において、樹木伐採を実施します。 

表 5.2.5 整備計画における樹木伐採箇所 

河川名 左右岸 区間 備考 

矢部川 左右岸 17/000～18/000 樹木伐採 

※実施位置等については、今後の調査検討を経て詳細に定めるため、最終的なものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.7 樹木伐採の概要図(矢部川 17/600 付近) 
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5.2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

(1) 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持 

河川の適正な水利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、今後も河川流量及び取水量

の調査や水辺の国勢調査等の環境調査及び河川や流域の諸調査を関係機関と連携し実施する

ことで、クリーク等を介した複雑な農業用水の利用特性の実態把握に努めるとともに、過去

から営まれてきた独特の水利用をはじめとする、水に関する慣習・文化を踏まえつつ、矢部

川の水に関わる人々や地域住民、関係機関との情報の共有化及び連携等、流域全体での取り

組みを推進します。 

   また、関係機関と連携しながら既存施設である日向神ダムの有効活用等による流況改善及

び良好な河川環境の保全に努めます。 

 

(2) 渇水時の対応 

渇水等の被害を最小限に抑えるため、情報提供、情報伝達体制を強化するとともに、水利

使用者間の水融通の円滑化に向けた取り組みを関係機関及び水利使用者等と連携して推進し

ます。 
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5.2.3 河川環境の整備と保全に関する事項 

(1) 河川環境 

矢部川は、瀬・淵、河畔林、河口干潟等多様な自然環境を有しており、多様な生物が生息・

生育・繁殖しています。これらの自然環境の変化を把握するため、河川水辺の国勢調査等の

モニタリングを継続的に行い、動植物の良好な生息・生育・繁殖環境を保全・再生します。

また河川改修、河川維持工事を実施する際には、これらの成果を活用するとともに、工事中

の濁水・土砂の流出防止に努め、必要に応じて学識経験者等の意見を聴きながら、生息・生

育・繁殖環境に配慮した多自然川づくりを行います。 

近年矢部川でも確認されている特定外来種については、治水、河川環境への影響を踏まえ、

除去に努めます。 
 

(2) 水質 

河川水の適正な管理を行うために定期的に河川水質調査を行います。また調査結果につい

ては、データの公表・蓄積をおこなうとともに関係機関と情報共有等連携を促進していきま

す。水質改善に向けた地域の意識向上や啓発活動については、水生生物調査をはじめ、出前

講座や「筑後川・矢部川・嘉瀬川水質汚濁防止連絡協議会」等を活用しながら推進します。 

水質事故発生時には、速やかに関係機関に事故情報が伝達されるよう、日頃から連絡体制

を確立するとともに、関係機関と役割を分担し、事故や被害の状況把握、原因物質の特定の

ための調査、オイルフェンス、吸着マットの設置等を行います。さらに必要に応じて事故情

報を速やかに公表し被害の拡大防止に努めます。 

また、水質事故への円滑な対応が図れるように、「筑後川・矢部川・嘉瀬川水質汚濁防止連

絡協議会」の開催や水質事故訓練の実施など、日頃から水質事故管理体制の強化に努めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.2.1  写真 5.2.2  写真 5.2.3 

 

 

 

 

写真 5.2.1 水生生物調査の状況

写真 5.2.2 水質汚濁対策連絡協議会の状況 写真 5.2.3 水質に関する資料 
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(3) 河川空間の整備と適正な利用 

河川空間の整備については、治水上、河川管理上整備が必要であるとともに、自治体、地

域住民からの河川利用へのニーズや周辺状況の変化等を踏まえて、関係機関及び地域住民と

連携して、安全性及び利便性に配慮した河川空間の整備を行います。 

矢部川中流部に位置する船小屋地区は、九州新幹線が平成 23 年 3 月に開通し「筑後船小

屋駅」が設置され、また福岡県営筑後広域公園の整備が進められていることから、今後河川

利用者の増大が予想されます。そのような状況の中、筑後広域公園と河川内の中ノ島公園を

安全に行き来するアクセス路が少ないため、河川利用における安全性・利便性が確保されて

いません。また湛水区間の有効利用として、地域住民からカヌー等の水面利用の要望がある

箇所ですが、現状では既設護岸が急勾配であることから、安全な河川利用が困難な状況です。

さらにワンドには近年、特定外来種であるブラジルチドメグサが確認されており、河川管理、

河川環境上の観点から、状況に応じて撤去が必要であるため、塵芥荷揚場の整備が急務とな

っています。 

このような状況を踏まえ、船小屋地区において、河川利用者の安全・安心や河川へのアク

セス等の利便性を高めることにも資する河川管理用通路、カヌー等水面利用も可能となる塵

芥荷揚場の整備を行います。また急勾配である既設護岸の前面には、水衝部を中心に水制工、

根固工を整備することで、堤防の安全性を高めるだけではなく、河川へ転落した場合にも安

全に岸へ上がることができるよう安全な河川利用に配慮した川づくりを行います。 

下流部の汽水環境をはじめ、矢部川には良好な河川環境が多く残るとともに、連続する堰

の湛水区間においては、地域住民から水面利用等が望まれていることから、矢部川を河川学

習の場としても活用できる川づくりを目指します。 

なお、整備にあたっては、地域住民の生活基盤や歴史、文化、風土を形成してきた矢部川

の恵みを活かしつつ、矢部川と周辺の自然環境、歴史的土木施設、観光資源が一体となった

活力ある川づくりを目指すため、関係機関や地域住民等と協議の場を設け、整備後の維持管

理の役割分担を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 5.2.4  環境整備のイメージ 

 

(4) 河川景観に対する取り組み 

河川景観については、関係機関と連携しながら、既存景観計画等を踏まえ、矢部川を代表

する河畔林や瀬・淵、砂礫河原等からなる自然環境等の保全に努めるとともに、沿川の土地

利用と調和した良好な水辺景観の維持・形成に努めます。 
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5.3 河川維持の目的、種類及び施行の場所 

5.3.1 矢部川水系の特徴を踏まえた維持管理の重点事項 

河川の維持管理は、洪水や高潮等による災害の発生の防止又は軽減、河川の適正な利用、

流水の正常な機能、河川環境の整備と保全、河川の利用など多岐にわたっており、河川の有

する多面的な機能を十分に発揮できるよう、日々の維持管理を確実に実施することが必要な

ことから、「矢部川維持管理計画（案）※1」に基づき、効率的かつ効果的な河道管理、施設管

理、空間管理等を行います。 

※1：概ね 5 年間を計画対象期間とする「矢部川維持管理計画（案）」とこれに基づいて計画する年間の「矢部川維

持管理実施計画」を作成し、実施内容等を定め計画的に適正な維持管理を行い、両計画で得られた成果に基づき更

新し、さらなる維持管理の内容充実に努めます。 

 
(1) 河川管理施設等の機能の維持管理 

堤防、排水機場、護岸、樋門・樋管等の河川管理施設については、洪水、高潮等に対して

所要の機能が発揮され、円滑な施設操作が図られるよう、平常時から巡視・点検等を行い適

正な管理に努めるとともに、ライフサイクルコストの縮減も検討し長寿命化に繋がるよう計

画的に補修を行い、各施設の機能を良好な状態に維持します。 

洪水、高潮または地震が発生した場合は、河川巡視を行い、河川管理施設等の被害の早期

発見に努めます。河川管理施設に損傷等が発見された場合は、速やかに復旧します。 

また、堤防の機能を健全に保つために除草を行います。あわせて平常時の河川巡視により、

多発するゴミ等の不法投棄や廃船、河川内の事件・事故、水質事故等への迅速な対応を図り、

対策実施の際には、関係機関と連携を図りながら適切な措置を講じます。さらに未然の防止

を図るため、目的別の巡視※2 を計画的に行います。 

これらの総合的な管理にあたっては効率的かつ効果的な維持管理を図ります。 

※2：目的別の巡視とは、洪水期前及び洪水直後において、河道、堤防や護岸、樋門等構造物の状況等を把握するた

めの巡視のことを指す。 

 

許可工作物※3 については、河川管理上の支障とならないように定められた許可条件に基づ

き適正に管理されるよう施設管理者に対して適切な指導を行います。 

※3 許可工作物とは、河川の土地内（河川区域内）に、河川管理者以外の者が、交通・農業・漁業・工業等の目的

で設置した、橋、堰、樋管、桟橋、ホイストクレーンなどの工作物です。設置には河川管理者の許可が必要なため

「許可工作物」と呼ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.3.1 河川巡視状況

洪水、高潮等の発生時に治水機能が発揮されるよう、平常時から巡視や点検を行います。 
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(2) 河道の維持管理 

1) 堆積土砂の撤去 

瀬高堰の下流区間については、ガタ土堆積による洪水の流下能力の低下及び樋門・樋管

等の排水機能の低下が懸念されています。このため、定期的な点検を行い維持管理に努め

るとともに、治水上支障がある場合はガタ土を除去するなど河道の管理に努めます。その

他の地区についても土砂堆積により治水上支障がある場合は、必要に応じて土砂を除去し

ます。なお、土砂等の除去にあたっては、動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮します。 

また、河道を適切に管理していくため、河道形状について定期横断測量を継続的に実施

し、河道形状の把握を行います。 

 

2) 河床低下・河岸洗掘対策 

護岸前面など施設の基礎周辺については、河床高の変化を把握し、河床が低下傾向にあ

る場合には、注意してモニタリングを継続し、洗掘の状態が明らかに施設の機能維持に重

大な支障を及ぼすと判断した場合には、必要な対策を実施します。 

特に水衝部については、出水後の堤防及び河道形状の変化を把握し、侵食や洗掘など変

状が確認された場合には、詳細調査を実施するとともに、必要な対策を実施します。 

 

3) 樹木管理 

河道内樹木については、定期的な樹木調査の実施や、河道断面の阻害が発生した場合に

備えた河道内樹木の伐採方法や時期などについて検討を行い、一連区間の維持すべき流下

能力を確保する場合、また施設の機能維持に支障を及ぼすと判断した場合には、伐採しま

す。 

 

4) 河川に流入、投棄されるゴミ等の対策 

河道内に滞留した塵芥等については、治水・利水・河川環境、または有明海等における

海域の環境の保全等に支障がある場合は撤去等を行うなど、河川管理者の責務の範囲内で

関係機関や地域と連携・調整を図りながら適切な措置を講じます。 
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(3) 樋門・樋管、排水機場、堰等の操作管理 

洪水時等において操作が必要な樋門・樋管及び排水機場等については、関係機関と協力し、

操作規則等※に基づき迅速かつ適正な操作を行うとともに、洪水時等に的確な操作が図られる

よう、操作員に対して定期的に操作訓練・説明会等を実施します。 

なお、松原堰については、洪水時の流水の疎通機能の確保や平常時ならび洪水時の矢部川

と沖端川との流水の適正な分派を目的としており、その他瀬高堰や高田堰なども洪水時の流

水の疎通機能の確保等を目的として整備されています。これら堰も同じく、操作規則等※に基

づき、所要の機能が維持されるよう適正な操作・運用を行っていきます。 

また、河川の状況を遠隔監視するため、監視カメラ等を整備し、監視体制を強化します。 

さらに、河川構造物の遠隔監視ネットワークを構築し、状況把握と操作支援などに活用す

るとともに、CCTV を用いた施設監視や空間監視など IT を活用した施設管理を行い、携帯

電話を活用した状態監視システム、遠隔制御システムの整備を図っていきます。 

※操作規則等とは、樋門・樋管、排水機場、堰等の河川管理施設について、その操作方法を定めたものです。 

 

表 5.3.1 河川管理施設 

主な国による河川管理施設 施設の場所 備考 

瀬高堰 福岡県みやま市  

松原堰 福岡県みやま市  矢部川 

沖ノ端川堰 福岡県みやま市・筑後市  

堰 

飯江川 高田堰 福岡県みやま市  

樋門・樋管・水門 矢部川 松永樋門 福岡県筑後市 他 33 箇所 

川内排水機場 福岡県みやま市  
排水機場 矢部川 

文広排水機場 福岡県みやま市  

陸閘 矢部川 中島 1 号陸閘 福岡県柳川市 他 16 箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.1 遠隔監視操作のイメージ 
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(4) 河川等の基礎調査 

治水、利水、環境の観点から河川の総合的な管理を実施していくため、流域内の雨量の観

測、河川の水位・流量観測、河口部の潮位・波高の観測、地下水位の観測及び河川水質の調

査等を継続して実施します。また、観測精度を維持するため、日常の保守点検を実施すると

ともに、観測精度向上に向け必要に応じて観測施設の配置、観測手法等を改善します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.2 矢部川流域の雨量・水位観測所位置図 

（出典：筑後川河川事務所ホームページ「雨量情報・水位状況」をもとに作成） 

※国・福岡県の関連機関が管理する観測所を示しています 

 http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/index.html） 

瀬高雨量観測所

舞鶴雨量観測所

白木雨量観測所

杠葉雨量観測所

浦島橋
水位観測所

安手橋水位観測所

黒木水位観測所
新村橋

水位観測所

黒木雨量観測所

光延橋水位観測所

石川内水位観測所

船小屋水位観測所

船小屋
ライブカメラ

祈祷院水位観測所

中川原橋水位観測所

瀬高雨量観測所

舞鶴雨量観測所

白木雨量観測所

杠葉雨量観測所

浦島橋
水位観測所

安手橋水位観測所

黒木水位観測所
新村橋

水位観測所

黒木雨量観測所

光延橋水位観測所

石川内水位観測所

船小屋水位観測所

船小屋
ライブカメラ

祈祷院水位観測所

中川原橋水位観測所

：雨量観測所

：水位観測所

：ライブカメラ

：雨量観測所

：水位観測所

：ライブカメラ



５．河川の整備の実施に関する事項 

5.3 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

 75

(5) 環境のモニタリング 

矢部川の多様な河川環境を保全するため、「河川水辺の国勢調査」等によって生物の生息・

生育・繁殖状況に関するモニタリング調査を行います。さらに調査結果をもとに、河川に関

する各種計画の策定や事業を実施する際の河川環境への影響を検討し、貴重な自然環境を保

全するための基本データとして活用します。 

また、河川巡視等により外来種の生息・生育・繁殖状況を把握するとともに、必要に応じ

て早期対策の実施に努めます。 

 

(6) 総合的な土砂管理に向けた取り組み 

土砂管理の取り組みの一環として、定期的に河道の横断測量を行い、河道の変化を把握注

視し、必要に応じた対策を講じることで、良好な河道の維持に努めます。 

 

(7) 河川空間の適正な利用 

河川敷や水面を良好な環境に保つため、占用地や占用者に対し、秩序ある利用や景観等

に配慮するよう指導するなど、適切な維持管理に努めます。 

また、不法係留や不法投棄に対しては、関係機関等と連携を図りつつ是正指導を行い、

治水上の問題の解消や景観阻害の回復に努めます。 

 

(8) 地域との連携 

地域住民の意見を踏まえながら河川管理に取り組むとともに、地域と一体となった洪水

被害の最小化に努めます。 

 

(9) 刈草等の有効活用 

堤防の除草・伐採によって発生した草や竹林等については、地域住民や関係機関と連携し、

リサイクル等の有効活用（地域住民への提供等）を行い、環境への負荷を軽減するよう努め

ます。 

写真 5.3.2 除草のリサイクル 

（地域住民への提供 矢部川出張所） 
写真 5.3.3 竹チップによるリサイクル 

（伐竹材を粉砕してチップ化 嘉瀬川での事例）
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(10) ゴミの不法投棄等対策 

河川への不法投棄の増加や河川内の廃船等の存置が、河川管理（河川環境、河川利用、河川

景観等）上、課題となっています。このような河川への不法投棄削減をより明確に推進するた

めに下記の取り組みを実施します。  

 

・筑後川・矢部川河川美化「ノーポイ※」運動を継続して実施します。 

・河川巡視を強化し、対策については関係機関と連携して適切な措置を講じます。 

 

※ 筑後川・矢部川河川美化「ノーポイ」運動とは、昭和６１年にスタートした筑後川・矢部川流域の一斉清掃活動です。 

この運動は、国が管理している区間の流域の市や町と国土交通省筑後川河川事務所及び筑後川ダム統合管理事務所が連

携して、毎年台風シーズン後の 10 月第 4 日曜日に実施しています。 

実施にあたっては、実施本部を筑後川河川事務所に置き、各自治体と出張所が実施部となり流域の住民のみなさんに呼

びかけを行っており、毎年２万人規模の参加があります。「ノーポイ」という言葉には、“川にゴミを捨てないで！”とい

う願いが込められています。 

平成 22 年の「ノーポイ」運動は、筑後川で 16,370 人、矢部川で 1,830 人、合計 18,200 人が参加し、収集した

ゴミの量は約 27 トン(2 トントラック約 18 台分)にも及びました。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.3  平成 22 年に回収したゴミの内訳        図 5.3.4 ゴミ回収量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真 5.3.4 矢部川での活動状況   

（出典：筑後川河川事務所 HP「ノーポイ」運動」） 
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5.3.2 その他の河川の維持管理に関する事項 

(1) 危機管理体制の構築・強化 

防災情報の活用、広域防災ネットワーク・情報ネットワークの構築等、ソフト対策の充実

を図り、自助・共助・公助が連携した危機管理対策プランを推進するため、水防連絡会、洪

水予報連絡会及び出前講座など様々な機会を通じて積極的に情報発信を行います。 

 

1) 防災情報の活用 

洪水・高潮及び内水等による被害を最小限にとどめるには、地域住民及び自治体等の受

け手の判断・行動に役立つ情報の整備とともに、それを確実に伝えるための体制づくりが

必要です。このため、国や県などが観測した水文データや映像等、防災情報の充実と共有

化を図るため、必要に応じて河川空間監視カメラの増設、水防活動に役立つ新たな水位観

測所の設置や沿川全自治体との光ファイバーの整備などに努めます。 

自治体及び地域住民に対して発信する情報は、リアルタイム映像と水位データを組み合

わせるなど、受け手側が直感的に理解できるような表示内容や方法になるよう充実を図り

ます。 

洪水、高潮時に地域住民等が的確に行動できるよう、避難等に関する情報の伝達に関し

て、関係機関との連携の強化を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.5 九州川 標
かわしるべ

プロジェクト※における８つの取組内容と 

ピクトグラムを用いたわかりやすいデザインの工夫（筑後川水系での設置事例）

※住民にとってわかりにくいと言われている河川情報を分かりやすく迅速に提供し、情報の共有化

を図ることで、流域住民の安全・安心に繋げる取り組み 
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2) 事前情報の提供 

日頃から水害に備えるための事前情報として、浸水想定区域図やそれをもとに作成する

水防情報図や洪水ハザードマップがあります。これらは出水時の円滑かつ迅速な避難の確

保を図るためのツールとして、各世帯に配布したり一般へ周知することで、自分の住んで

いる地域がはん濫等により、どのような浸水被害を受けるのか認識を深めることができ、

また、緊急時の水防、避難活動等にも活用されています。 

 

●浸水想定区域図 

水防法の規定により河川がはん濫した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーショ

ンにより求めたものを記載した地図です。 

矢部川においては、平成 14 年に矢部川本川の浸水想定区域図を作成しています。 

●水防情報図 

河川管理者や水防管理者（市町村）、水防団・消防団等、水防関係者の活動に役に立つ

情報を載せた地図です。 

矢部川水系では国管理区間について作成し、毎年更新しています。 

●洪水ハザードマップ 

浸水想定区域図を基にして、浸水・はん濫情報等に避難場所、避難経路の位置、情報入

手先などの各種防災情報を具体的に表示した地図で、市町村が作成します。 

もしはん濫した場合に、低平地部を広がりながら浸水する特徴をもつ矢部川では浸水が

広範囲に及ぶため、近隣市町への避難等も必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.6 矢部川水系浸水想定区域図 

 筑後川河川事務所ホームページ ※http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/03-sinsui/sinsui_soutei/index.html 
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1.説明文

(1)この図は、矢部川水系矢部川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された

浸水想定区域と、当該区域が浸水した場合に想定される水深その他を示したものです。

(2)この浸水区域等は、平成13年3月時点の矢部川における河道の整備状況、日向神ダムの洪水調

節効果等を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる降雨である概ね100年に1回程

度起こる大雨が降ったことにより、矢部川がはん濫した場合に想定される浸水の状況を、シミュ

レーションにより求めたものです。

(3)なお、このシミュレーションにあたっては、支派川のはん濫、想定を超える降雨、高潮、内水

によるはん濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域におい

ても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

２．備考

(1)作成主体 国土交通省九州地方整備局筑後川工事事務所

(2)指定年月日 平成14年3月29日

(3)告示番号 国土交通省九州地方整備局告示第 号

(4)指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第10条の4第1項

(5)対象となる洪水予報河川 矢部川水系矢部川(実施区間：左岸福岡県山門郡瀬高町大字廣瀬

字堤谷739番の2地先から海まで、右岸福岡県八女市大字矢原字二

ノ辻561番の1から海まで、平成10年運輸・建設省告示第4号)

(6)指定の前提となる計画降雨 矢部川流域の1日間総雨量352.4mm（基準地点船小屋上流域)

(7)関係市町村 柳川市、八女市、筑後市、大川市、城島町、大木町、

三潴町、瀬高町、大和町、三橋町、山川町、高田町
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図 5.3.8 筑後市洪水ハザードマップ（平成 17 年 3 月） 

 
図 5.3.7 矢部川水系水防情報図（一部抜粋）
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3) 河川情報の伝達・提供 

洪水または高潮により災害が起こる恐れがある場合に、河川の巡視や災害の発生防止の

ための水防活動が迅速かつ的確に行われるよう、水位情報などを関係機関への伝達ならび

にインターネットなどを介して情報提供します。  

また平常時から水防に関しては関係県（福岡県）及び市町等と「水防連絡会」、洪水予

報に関しては福岡管区気象台、福岡県及び関係機関等と「洪水予報連絡会」を構成し、情

報の共有、連絡体制の確立が図れるよう関係機関との連携を強化しています。 

このように洪水・高潮時はもとより平常時においても、河川のさまざまな情報は矢部川

流域住民にとってわかりやすく、理解できるものでなければなりません。そのため水位の

情報をわかりやすく提供したり、地域住民やＮＰＯ等の住民団体と連携して防災情報を共

有するなど、情報を「すばやく確実に受ける」、「もっとわかりやすく使いやすくなる」、

「活かす」ための工夫をしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.9 筑後川河川事務所ホームページにて確認できる河川情報 

（筑後市船小屋地点での“カメラ画像”や“水位情報”の閲覧データ） 

 



５．河川の整備の実施に関する事項 

5.3 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.10 設定した雨量・水位情報をメールで

知らせるアラームメールサービス 

図 5.3.11 NPO と地域住民との防災情報の共有 

写真 5.3.5 地域住民が河川・防災情報をチェック

  する「河川情報モニター」の会議の様子 

写真 5.3.6 川の水位情報（危険度レベル）を 

目印として現地に設置した例 

（矢部川船小屋水位観測所） 

図 5.3.12 解説標識のデザイン例 
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(2) 災害時の被害を軽減させるための方策 

矢部川下流部は低平地であるため計画規模を上回る洪水や高潮が発生した場合、被害は甚

大となります。このような災害に備えるためには、ソフト対策の充実の他、現存する治水施

設の有効活用や治水機能の維持も重要であると考えられます。 

矢部川中流部においては浸水深より高い位置にある河川堤防道路は洪水時に緊急輸送路・

避難路として利用可能であることから、河川堤防と主要地方道などと円滑なネットワークを

構築することで大規模災害発生時において被害を最小限にすることができます。 

また、沖端川との分派地点で福岡県が整備を進めている筑後広域公園においては二線堤を

活かした遊水機能が既に存在しているため、公園計画では浸水を踏まえた計画とされており、

引き続き二線堤を含めて一体管理されるよう取り組まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成19年7月6日 

主要地方道路

堤防道路

堤防道路

国土交通省
矢部川出張所

避難路や緊急輸送路として
堤防と主要道路との

円滑なｱｸｾｽﾙｰﾄの構築

瀬高堰

主要地方道路

堤防道路

堤防道路

国土交通省
矢部川出張所

避難路や緊急輸送路として
堤防と主要道路との

円滑なｱｸｾｽﾙｰﾄの構築

瀬高堰

写真 5.3.7 広域ネットワーク対策 

 
写真 5.3.8 遊水機能を有している筑後広域公園 

 

沖端川 

越流 

筑後広域公園 

＜筑後広域公園浸水状況＞ 

二線堤 

筑後広域公園

：河川堤防

：二線堤

筑後広域公園

：河川堤防

：二線堤

：河川堤防

：二線堤

矢部川 

沖端川 
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また、藩政時代より干拓が行われてきた矢部川河口部においても、当時築かれた旧海岸堤

防といった歴史的な治水施設が残っています。 

このような施設は、高潮もしくは洪水はん濫時においては、はん濫流の拡大や浸水被害の

軽減といった減災効果が期待できることから、現在の土地利用状況等を考慮しつつ、施設管

理者の協力も得ながら、地域と共通の認識が図られ施設の保全が行われるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.3.9 矢部川河口部における旧海岸堤防状況 
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(3) 地域における防災力の向上 

1) 水防体制の維持・強化 

洪水、高潮等による災害を防止又は軽減するためには、堤防整備等の基盤整備と併せ、

地域における水防活動が重要です。このため、水防資材の備蓄、水防工法の伝承・開発及

び水防訓練等を自治体と協力して実施するとともに、重要水防箇所※の周知及び河川合同

巡視等を行うことで水防体制を維持・強化します。 

※ 「重要水防箇所」とは、洪水時に危険が予想され、重点的に巡視点検が必要な箇所のこと。洪水時に水が堤防を超

えてあふれ出さないように、消防団が土のうを積むなどの水防活動を効果的に行えるように、河川の流下能力不足

の箇所や堤防の断面不足、漏水の履歴等がある箇所を「重要水防箇所」として、市町・水防団等に周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 地域防災力の向上支援 

矢部川流域では、平成２年出水以降大きな水害に見舞われておらず、地域住民及び自治

体の水害に対する意識が低下しています。さらに、近年の高齢化により、災害弱者が増加

しています。このような状況において、洪水、高潮等による災害を防止又は軽減するため

には、自助、共助による地域防災力の向上が必要です。このため、自主防災組織の結成等

の地域の自主的な取り組みを促すとともに、学校や地域における防災教育を自治体と連携

して支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 5.3.10 関係機関による河川合同巡視 写真 5.3.11 水防連絡会 

写真 5.3.12 小学校での防災出前講座 写真 5.3.13 地域での防災マップ作成 

（嘉瀬川の例） 
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3) 災害発生時の自治体への支援 

矢部川流域内の自治体が管理する河川等において、大規模な災害等が発生又は発生する

恐れがある場合には、必要に応じて災害対策用機器等の資機材や職員を派遣し、迅速に情

報を収集・提供します。また、応急復旧等を緊急的に実施する場合には、必要に応じて応

急復旧資材を提供するなどの支援を行います。また、県の範囲を超えた大規模な災害等に

も適切に対応するため、広域的な視点から各県の防災計画の策定等にあたって、積極的に

参画、協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.３.14 自治体からの依頼により 

       防災ヘリコプター（はるかぜ）から 

土砂災害箇所の調査 

写真 5.３.15 防災ヘリコプターからの情報を、

   インターネットを介し自治体で監視 

 
 

 


